主な改訂概要

　P３　○敷金
　　　 　敷金の精算に関する記載の改訂
　　　　 　→通常損耗以外の汚損の原状回復を行わない場合の精算について追記し、表現を修正
　　　 ○入居月の家賃
　　　　 日割家賃起算日の改訂
           →「入居決定日」を「請書を交わした日（鍵渡しの日）」へ修正
　　　 ○入居中の家賃
　　　　 ☆口座振替についてのご注意☆の改訂
　　　　　 →口座振替日に関する説明(月末が土日祝にあたる場合の記載について、土曜や１２月に関する記載を追記
　　　　　 →口座振替が出来ていなかった場合の対応方法について、現在は送付していない口座振替不納通知書に関する記載を削除し、住宅政策課や市民センターで納付するよう修正

　P5　 ○退去する時の家賃と敷金
         敷金の精算に関する記載の改訂
　　　　 　→通常損耗以外の汚損の原状回復を行わない場合の精算について追記し、表現を修正

  P7   ○原状回復義務
　　　   原状回復義務に関する記載の改訂
　　　  　 →畳、ふすまの原状回復に関する記載を削除し、表現を修正
　　 　○住宅の検査
       　退去検査に関する記載の改訂
　　　　 　→部屋には何もない状態にすることを追記し、検査に合格しない場合日割り家賃が発生することの表現を修正

　P8　 ○敷金の返還
　　　 　敷金の精算に関する記載の改訂
　　　　 　→通常損耗以外の汚損の原状回復を行わない場合の精算について追記し、表現
を修正
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       ○一般修繕
         一般修繕に関する記載の改訂
　　　　 　→畳、ふすまの原状回復に関する記載を削除し、表現を修正

　P14  ○１玄関
　　　　 玄関ドアの鍵の紛失に関する記載の改訂
　　　　   →入居当初に渡した全ての鍵の返却がない場合の記載を削除し、表現を修正
　　　　
